
神奈川県医療施設等設備整備費補助金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、へき地医療の確保及び臨床研修医の研修環境の充実等を図

る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、補助金

の交付等に関する規則（昭和45年神奈川県規則第41号。以下「規則」という。）

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助の対象事業） 

第２条 補助の対象とする事業は、次に掲げる事業とする。 

(1) 平成22年３月31日医政発0331第17号厚生労働省医政局長通知「死亡時画

像診断システム等整備事業の実施について」に基づき実施する解剖・死亡

時画像診断等設備整備事業 

(2) 平成31年２月13日医政発0213第10号厚生労働省医政局長通知「在宅人工

呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施について」に基づき実施する在宅

人工呼吸器使用者非常用電源整備事業 

(3) 昭和52年７月６日医政発第692号厚生労働省医政局長通知「救急医療対策

事業実施要綱」に基づき実施する遠隔ICU体制整備促進事業 

(4) 平成21年４月１日医政発第0401007号厚生労働省医政局長通知「産科医療

確保事業の実施について」に基づき実施する分娩取扱施設設備整備事業 

 

（事業者） 

第３条 補助の対象とする事業を実施できる者は、別表１の第１欄に掲げる事業

区分毎に、第２欄に掲げる者とする。 

 

（補助額の算出方法等） 

第４条 補助額は、次により算定する。 

(1) 別表２の第１欄に定める事業区分ごとに第２欄に定める基準額と第３欄

に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定

する。 

(2) 前号により選定された額の合計額と総事業費から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額に別表２の第４欄に定める補助率

を乗じて得た額（算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てた額）を補助額とする。 

２ 前項の基準額は、医療施設等設備整備費補助金交付要綱に準じるものとし、

厚生労働省から新たに当該要綱が示された場合には、必要に応じて、この要

綱を改正する。 



３ 前条第４号の事業について、１品につき算出された額が、別表２の第５欄に

定める下限額に満たない設備については、交付決定を行わないものとする。 

 

（申請書の提出） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、第１号様式に必要な書類を添

えて、別に定める期日までに提出するものとする。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請を行うにあたって、消費税

及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、当該補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和25

年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に

補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を

減額して交付申請するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類

を申請書に添えて提出しなければならない。ただし、申請時において当該補助

金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについ

ては、この限りではない。 

３ 補助金の交付決定を受けた後に、前条第２項の要綱改正について通知を受け、

既に決定を受けている申請内容を変更する必要が生じたときは、補助金の交

付を受けた者（以下「補助事業者」という。）は第２号様式に必要な書類を

添えて提出しなければならない。 

 

（暴力団排除） 

第６条 神奈川県暴力団排除条例第10条の規定に基づき、申請者が次の各号に該

当する場合は、補助金交付の対象としない。 

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定す

る暴力団員 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団 

(3) 法人にあっては、代表者又は役員のうちに第１号に規定する暴力団員に

該当する者があるもの 

(4) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が第１号に規定する暴力団員

に該当するもの 

２ 知事は、必要に応じ補助金等の交付を受けようとする者又は補助事業者が、

前項各号のいずれかに該当するか否かを神奈川県警察本部長に対して確認を

行うことができる。ただし、当該確認のために個人情報を神奈川県警察本部

長に提供するときは、神奈川県警察本部長に対して当該確認を行うことにつ

いて、当該個人情報の本人の同意を得るものとする。 



３ 知事は、補助事業者が第１項各号のいずれかに該当するときは、交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（交付条件） 

第７条 規則第５条の規定による条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助事業の経費の配分を変更しようとする場合は、すみやかに知事の承認

を受けなければならない。ただし、経費の20％以内の変更については、この

限りでない。 

 (2) 補助事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、すみやかに

知事の承認を受けなければならない。 

 (3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、すみやかに知事の承認

を受けなければならない。 

 (4) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに知事に報告し、

その指示を受けなければならない。 

 (5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価50万円以上

（民間団体にあっては30万円以上）の機械、器具及びその他の財産について

は、厚生労働省告示「補助金等により取得し、又は効用の増加した財産の処

分制限期間」に定める期間を経過するまで、知事の承認を受けないでこの補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、

又は廃棄してはならない。 

 (6) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、そ

の収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 (7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率

的な運用を図らなければならない。 

 (8) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するな

ど、県が行う契約手続の取り扱いに準拠しなければならない。 

(9) 補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予

算制度に基づく国又は県の負担又は補助を受けてはならない。ただし、第２

条第４号に規定する分娩取扱施設設備整備事業において、神奈川県産科・小

児医療施設等誘致事業費補助金要綱に基づく補助を受ける場合を除く。 

 (10) その他、規則及びこの要綱の定めに従わなければならない。 

 

（変更の承認） 

第８条 前条第１号から第３号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合

は、第３号様式に変更の内容及び理由又は中止、廃止の理由を記載し知事に提

出しなければならない。 



 

（申請の取り下げのできる期間） 

第９条 規則第７条第１項の規定により申請の取り下げのできる期間は、交付の

決定の通知を受理した日から10日を経過した日までとする。 

 

（状況報告） 

第10条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況につい

て、事業実施状況報告書（第４号様式）で知事に報告しなければならない。  

 

（実績報告） 

第11条 規則第12条の規定による実績報告は、第５号様式に必要な書類を添えて、

事業完了の日から起算して１ヵ月を経過した日（第７条により事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して１月を

経過した日）又は翌年度４月５日のいずれか早い日までに知事に報告するもの

とする。 

２ 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業者は、

前項の実績報告書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、これを補助金額から減額し

て報告するとともに、その計算方法や積算の内訳等を記載した書類を報告書

に添えて提出しなければならない。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第12条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助事業

者は、実績報告後に消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額報告書（第６号様式）により、すみやかに知事に対して報告し

なければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支

部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行

わず、本部又は本社及び本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている

場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

２ 知事は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除

税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（書類の整備等） 

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければなら

ない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類（以下「証拠書類等」という。）は、補助



金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認

を受けた日）の属する年度（額の確定の日が３月31日以前の場合は、翌年度）

の終了後５年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取

得、又は効用の増加した価格が単価50万円以上（民間団体にあっては30万円

以上）の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の財産処分が完了する日、又は財産の処分の制限期間が経過する日

のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

３ 補助事業者が法人その他の団体である場合であって、前項に規定する証拠書

類等の保存期間が満了しない間に当該団体が解散する場合は、その権利義務を

承継する者（権利義務を承継する者がいない場合は知事）に当該証拠書類等を

引き継がなければならない。 

 

（届出事項） 

第14条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに文書

をもってその旨を知事に届け出なければならない。 

(1) 住所又は氏名を変更したとき。 

(2) その他申請内容に変更があったとき。 

 

（書類の経由） 

第15条 規則及びこの要綱の規定により書類を知事に提出する場合は、補助金の

所管課を経由しなければならない。 

   

附 則 

 この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成30年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成31年３月27日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年８月23日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和２年11月25日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、令和４年９月９日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 附 則 

この要綱は、令和５年７月27日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 



 附 則 

この要綱は、令和７年10月20日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

別表１ 

１事業区分 ２事業者 

解剖・死亡時画像診断等設備整

備事業 

(1)市町村等 

(2)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

在宅人工呼吸器使用者非常用電

源整備事業 

市町村、厚生労働大臣の認める者が開設する

医療施設 

遠隔ICU体制整備促進事業 厚生労働大臣が適当と認める者 

分娩取扱施設設備整備事業 (1)市町村等 

(2)日本赤十字社 

(3)社会福祉法人恩賜財団済生会 

(4)全国厚生農業協同組合連合会 

(5)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

 

別表２ 

１事業区分 ２基準額 ３対象経費 ４補助率 ５下限額 

解剖・死亡

時画像診断

等設備整備

事業 

１か所当たり 

１  死亡時画

像診断室整備

の場合 

37,180 千円 

２  解剖室等

設備の場合 

 53,700 千円 

死亡究明のための解剖や

死亡時画像診断、薬毒物

検査の実施に必要な設備

及び医療機器購入費（解

剖台、薬物検査機器、

CT、MRI 等） 

２分の１ 

 

― 

在宅人工呼

吸器使用者

非常用電源

整備事業 

１台あたり212

千円 
停電時に貸し出せる簡易

自家発電装置等の購入費 

２分の１ 

― 

遠 隔 ICU 体

制整備促進

事業 

１か所当たり 

１  支援側医

療機関 

120,000千円 

 

２ 依頼側医

療機関 

60,000千円 

遠隔 ICU 体制の整備に必

要なデータセンター、デ

ータシステム構築費用及

び附属機器等の購入費 

２分の１ 

― 



分娩取扱施

設設備整備

事業 

１か所当たり

17,035千円 
分娩取扱施設として必要

な医療機器購入費 

２分の１ １品につき

100,000 円 

 


